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首都圏“待機児童’’レポート  
2009年4月 認可保育園入園申請者につし1ての調査より  

2009年4月における認可保育園の待機児童数は、前年同時期の1．3倍に増加し、  

全国で2万5千人以上います（厚生労働省発表）。  

待機児童の多い首都圏の保育園入園の実態や保育料の負担感、  

母親の働き方の希望など、最新の実態をレポートしました。  

調査対象：2009年4月入園に向けて、首都圏の認可保育園に入園申請をした母親  

有効回答数：720人  

調査時期：2009年9月11日～13日  

調査地域：東京・神奈川・埼玉・干葉  

調査方法：インターネット調査  

調査項呂：保育園入園申請・利用の実態、申請に向けての情報収集や行動、保育料や補助の実態、  

母親の働き方の希望、保育や子育て支援へのニーズ、「子ども手当」の使い道など  

入園申請した自治体（％）  入園申請した年齢枠（％）  入園申請時の母親の就業形態（％）  
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ヘネッセ次世代育成研究所  

子育てト   調査レポ÷卜  

入園申請をした理由の第1位は「就労しているから」（35．8％）。  
第2位は「求職中だから」で全体の274％。   

2009年4月において、対象のお子さんを保育サービスに預けたいと思われた理由を敢えてください。  

図1  
（qb）  □就労しているから  

□求職中だから  

□産休・育児休業から   
復激するから  

ロ就労予定があるから   
（既に内定している）  

□その他  

認可保育園への入園申請時点で、なぜ子  

どもを保育サービスに預lナたいのか、理  

由を選択肢から選んでもらった。その結  

果、母親の35．8％が入園申請時点で既  

に就労していた。産休・育児休業からの  

復職者（20．6％）を合わせると、入園申請  

時点で仕事をもっている母親は全体の  

56．4％であった。「就労予定があるから  

（既に内定している）」は12．4％、「求職  

中だから」は27．4％であった。  

汚イ保育サービス」とは、保育園、認可外保育所などの保育施設やベビーシックー   
ファミリーサポートセンターなどを指す。親族・知人による預かりなどは含まないち  

＝シHけ象のお千言′1。」とは、2DO9年4月度に保育サービスに入園利用申請lノた子と   
ものことを指す。対象汀）テともが2人以上いる場合は∴末子を対象とする。  

好「その他」には、選択肢として用意した「家族・親族なとのの轟かあるから」「自分   
が病気・障がいがあるから」「自分仁′就学のため」も含む。  

本調査において2009年4月に認可保育園に入園したのは、  
申請した家庭の半数以下の472％だった。   

2009年4月において入園・利用を決定された保育サービスについて、あてはまるものをひとつ選んでください。  

図2  □認可保育園 □自治体の助成を受けている能可外保育所  
困その他の認可外保育施設 □幼稚園 口その他 □預けていない・利用していない  

認可保育園に入園申請をした母親のう  

ち、4月に子どもが入園したのは47．2％  

と半数を割った。6．9％は自治体の助成  

を受けている認可外保育所（例：東京都  

認証保育所）、2．4％はその他の認可外  

保育施設に入園した。39．9％は、4月時  

点でどこにも預けていなかった。  
汝「その他」には、選択肢として用膏しノたE▼市区町村の保育ママ」「認定ことも園」  

「事業所内偵育所」「へ・ヒーシ、′クー」「ファミリーサポート」も含む．  

■     「   



ベラッセ次世代育成研究所  

子育て紅   絹査レポート  

認可保育園への入園は、申請時点で母親が  
就労している場合は66．3％、求職中の場合は16．8％だった。  
年齢枠別では、2歳児枠の入園割合が最も低く、38了％だった。  

2009年4月において入園・利用を決定された保育サービスについて、あてはまるものをひとつ選んでください。  

□認可保育園 □自治体の助成を受けている認可外保育所 圏その他の認可外保育施設 口幼稚園 □その他 □預けていない・利用していない  

図3－1：子どもを預けたい理由別  
4．31、61．6   く〕〇・  

子どもを保育サービスに預けたい理由  

別に認可保育園への入園割合をみると、  

「就労しているから」が最も高く、  

66．3％であった。次いで、「産休・育児  

休業から復職するから」で、52．7％だっ  

た。「就労予定があるから（すでに内定  

している）」の場合は、48．3％と半数を  

割る。最も入園割合が低かったのは、  

「求職中だから」で16．8％だった。  

年齢枠別にみると、認可保育園への入園  

割合が最も低かったのは2歳児枠で、申  

請した家庭の38．7％であった。次いで、  

1歳児枠（44．0％）、○歳児枠（47．3％）  

であった。3歳児枠以上は、2歳児枠以  

下と比較して認可保育園への入園割合  

が扇い。  

（本調査は、インターネットでの調査に回  

答した人が母集団となっており、各自治  

体の地域特性は反映されていない。）  

就机ているやゝう」 阻3 け4由廿 
（258人）  

1．40．02．0  

産休・育児休琴から復職「 
するから（148人）  

就労予定があるから  
（既に内定している）  

（89人）   

求職中だから  
（197人）  

図3－2：入園申請した年齢枠別  
2．70．43．1  l、こ′Cl  0歳児（226人）再 

（2008年4月2日－2009年2月18日生まれ）  

1歳児（218人）  
（2007年4月2日   

2歳児（137人）  
二二二‾：＝ 二 

・ 三．。  
（2006年4月2日～2007年4月1日生まれ）  

1．0 2．11．0  

3歳児（97人）ト  弧7 「如2日 弧0  
日   
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丁乙ナ  6．l，乙， 
日   
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（2005年4月2   

4歳児（33人）  

（2004年4月2   

5歳児（9人）  

（2003年4月2日～2004年4月1日生まれ）   

・：イその他」には、選択肢として同意した「市区町村〃保育フマ」「認定ことモ周」  

「事業所内保育戸弓」「（＼ヒーシ／ター」‾フ丁ミ廿－サオート」も含む「  

4月時点で、子どもの預け先が決まらなかった  
母親の56．1％は、仕事、または再就職するのをやめた。  

4月時点で預け先が決まらなかった母  

親には、対象の子どもの保育をどうした  

のかをきいた。56．1％は、「仕事、また  

は再就職するのをやめ、自分で子どもの  

世話をすることにした」と回答している。  

23．0％は、「自分または配偶者の育児休  

業を延長し、子どもの世話をすることに  

した」（育児・介護休業法では、子どもが  

満1歳となる休業期間明けの時点で預け  

先が見つからなかった場合、休業を1歳6  

ケ月に達するまで延長できる）。11．5％  

は、「祖父母・親戚に子どもを預かって  

もらうことにした」と回答している。   

（預け先が決まらなかった人は）対象のお子さんの保育を行うために、  

どうしました机  

図4  0．7  。） □仕事、または再就職するのをやめ、  
自分で子どもの世話をすることにした  

□自分または配偶者の育児休業を延長し、   
子どもの世話をすることにした  

□祖父母・親戚に預かってもらうことにした  

■友人・知人に預かってもらうことにした  

［コその他  

メ：4F∃鳴声丁′子声けて∵．1」1、ト刊閂L【∴、二」、r け回筈した上セ7ノ、  



ベネッセ次世代育成研究所  

子育てト  調査レポート  

認可保育園への入園申請にあたり、大変だったこと・  
不満だったことのトップは「募集人数が少ない」こと。   

認可保育園への入園申鰍こあたり、大変だったことや不満だったことは何ですか。  

図5－1  募集人数が少ない  

入園決定の通知が来る時期が遅い        ・34．4  

申請書類を揃えたり、準備するのが大変である  34．0  

入園選考の判断基準が不透明である        ノ 33．5  

申請者の数や倍率などの情報が公開されない  32．2   

子どもを連れて役所や入園説明会に行くのが大変である  26．9  

役所の受付窓口での応対が不親切である卜 十」18．2  

寵可保育酢認可外保育所の保育サービスの朋瀾示が不十分である卜∵∵116．0  

通える範囲に認可保育園がない⊂二＝コ15．0  

申請期間が短すぎる［二：コ14．9  

募集人数の公開が遅い⊂ニコ14．2  

申請した母親たちが大変だったこと・不満だったことは、「募  

集人数が少なし〕（70．8％）が圧倒的に多かった。次いで「入  

園決定の通知が来る時期が遅い」（34．4％）、「申請書頬を  

揃えたり、準備するのが大変である」（34．0％）「入園選考の  

判断基準が不透明である」（33．5％）が続く。入園決定の時  

期は、自治体によって異なるが、2月中旬から3月上旬に通知  

するところが多いようである。この時期は、仕事上の異動や  

引っ越し、子どもの進学準備など、生活が大きく変化する時  

期でもあり、早めの結果の通知を望む声が多い。また、情報  

公開している自治体もあるが、「申請者の数や倍率などの情  

報が公開されなし1という不満も32．2％あった。   

4月に入園を決定した保育サービスを選ぶ理由について、23  

項目から重要な順に3つまで選んでもらったところ、最も重  

要視した項目の第1位は、「自宅から近く、通いやすい」  

（48．5％）だった。小さな子どもを毎日保育園に送迎するの  

は大変なことである。多くの母親は、できるだけ自宅から近  

い保育園に入園できることを重視している。  

その他□4．7  
特に困難や不満はなかった［コ6．8  

（複数回答：′  

2009年4月において選ばれた保育サービスに決めた  

理由について、あてはまるものを重視した順に3つまで  
選んでください。   図5－2  

自宅から近く、通いやすい卜∴∴十】48．5勒  

認可保育園だから⊂二二∃1l．8   

他に入れる施設がなかった⊂∃11．1  
きょうだいが追っている（いた）□6・5 ≡芸≡昔言語チ三ミ慧人 

通勤途中にあり、追いやすい□3．7  選択した絹果仁止位5項臥  

月々の保育料の家計への負担は75．2％の母親が感じている。   

現在、月々の保育料の支払いについて、あなたのご家庭ではどのように感じますか。  

図6－1  □とても負担である  

⊂ほあ負担である  

□あまり負担ではない  

ロゼんぜん負担ではない   

；く9月現在、保育サーヒスに   
子ヒもを預けている477人。  

現在子どもを保育サービスに預けている母親477人に、保育  

料の負担感についてきいてみたところ、全体の75．2％が負担  

を感じていた（「とても負担である」379％十「まあ負担であ  

る」373％）。対象の子どもについての1ケ月あたりの保育料  

は2万円以上3万円未満が最も多く、全体の21．6％であった。  

預け先や家庭状況、子どもの年齢枠等によって保育料は変わ  

るが（＊1）、保育料の負担は7割以上の母親が感じている結  

果になった。  

＊1．保育料は、認可保育園の場合は、前年の所得に応じて‾保育割か  
決定ぎかる一家庭し明美況も考慮菩れる場畠ちある。子どもが3爺児  
枠目上になそと、伴育料が下かる㌧また、同時に棲雛C子ヒもを認可  

保育園に預ける楊台、第2子以降は保育料が割引に与ることか多し㌧  

現在、対象のお子さんを預けている保育サービスに  
収めている1ケ月あたりの保育料について教えてください。  

図6－2  
▲21・6  

・’むり】20   
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※9月現在、保育ヤーヒスにテと阜を予引ナてし、ろ477人  
・；・延長保育科や夜食代なと、定期的に月極めで支払メモ、のも含を   



ベネッセ次世代育成研究所  

ニミ・丁‾ト  ご・二：＝・・・・  

子育て支援の重要課題は、  
「保育所を増設して、待機児童の解消」が第1位。   

より子育てしやすい環境を整えるために、あなたは妊娠・出産・子育てに関連するどの課題を解決するのが  
重要だと思いますか。  

図7  保育所を増設して、  
待機児童の解消  

出産にかかる費用の  
無償化・負担の軽減  

61．3（q乞事   

幼稚園・保育所の保育料の無償化           32．1  

学童保育（小学生の放課後の星莞㌔完     26・7   

仔ども手禦題綬姦悪諾窪    23．6   

（題誤認讐莞禁讐；ヒ    20・7  

（育児休業中詔笠若警遠雷完歪戸［：：：：：：：：：コ15・0  

周産期母子医療体制の整備・充実＝13．6  

社会全体が言若菜訳書毒害妥富岳彗ヒ石［＝ニコ12．4  
不妊治療への医療保険の適用＝12．2  

公立′J温墓芸慧芸＝コ9．7  

経済的に厳しい禁詣真宗諾諾璧⊂コ7．9  

児童館‘葺き謂霊護憲蒜諾嘉羞［ニコア6  

14項目の中で、他を大きく引き離して第1  

位は、「保育所を増設して、待機児童の解  

消」（61．3％）である。第2位は「出産にか  

かる費用の無償化・負担の軽減」  

（40．0％）である。未就学児を持つ母親  

は、自分自身の妊娠・出産経験や、今後の  

妊娠・出産を考えて、重要な課題としてと  

らえているのだろう。第3位は「幼稚園・保  

育所の保育料の無償化」（32．1％）である。  

本調査の対象は働く母親が多いこともあ  

るのか、第4位には「学童保育の整備・拡  

充」（26．7％）があがった。近い将来直面  

する、小学校入学後の放課後の居場所の  

曜保を既に課題として意識している。  

その他［コ3．5  さ∵まで選㌍）  

「子ども手当」、使い道の第1位は子どものための貯蓄。  
第2位は保育サービスに支払う保育料として使いたい。   

「子ども手当」が支給されたら、あなたはどのように活用したいと思いますれ  

図8   子どものための貯蓄  
（学資保険など）  

保育サービスに支払う保育料  

子どもの生活に力功）る費用  
（ミルク、紙オムツ、被服なと）  

65．0Ⅲ1  

民主党が政権公約に掲げた「子ども手当」  

（2011年から子ども1人あたり月額2万6  

干円を中学卒業まで支給）の使い道は、  

「子どものための貯蓄（学資保険など）」  

が突出して第1位で、65．0％であった。将  

来予測される教育費などの支出に備えよ  

うと考える人が多いのだろうか。第2位は  

「保育サービスに支払う保育料」  

（45．3％）であった。本調査の対象は子ど  

もを保育サービスに預けている、又は預け  

ようとしていた母親が多いためであろう。  

第3位以降は、「子どもの生活にかかる費  

用」（39．6％）、「子どもの家庭内での教  

育費」（30．4％）「子どものお稽古事、習  

い事」（28．6％）、と続く。   

通信宗吾言語賢ち竺警ヲヲ去警告      30・4  

子どものお稽古事、習い事          28．6   

子どもに限らず家族全賃宗語呂    22．4  

家族でのレジャーや旅行⊂コ71  

住宅ローン・家賃など住居貿［：：コ6．7  

保護者名義での貯蓄［］3．6  

特に何に使うかは決めない□2．6  

まだわからない・考えていない］1．7  

その他［廿8  子吾勘回言  



ベネッセ次世代育成研究所  

子育てト  調査レポート  

子どもが0歳の時は「働かない」を希望する母親は63．8％いる。  
「残業のないフルタイムの仕事」は、子どもの成長とともに  
選ばれる割合が上がっていく。   

子どもの成長段階ごとにあなたが希望する働き方について、各段階で最もあてはまるものをひとつ選んでください。  

㌔4・6  

残業・出張もある  
フルタイムの仕事  

再卜莞票㍊仕事  

毎日働くが、  
短時間勤輯  

38．8  

×   
29．2  25・6  毎日働かない仕事  

18．3  
－t餅・】家で出来る仕事  

10．7  12．4  

柳帆、  

2．1  

子どもが  子どもが   
0歳  1～3歳以下  

子どもが  
4歳～小学校入学まで  

子どもが  
小学生  

子どもが中学生以上  

子どもの成長段階ごとに希望する働き方について尋ねた。  

年齢別にみると、子どもが0歳の時は、「働かない」ことを  

希望する人が63．8％と6割を超える。子どもが1～3歳で  

は、「毎日働くが短時間勤務」（26．1％）、「毎日働かない仕  

事」（21．7％）、「家で出来る仕事」（20．1％）への希望が多  

い。4歳～小学校入学前になると「毎日働くが短時間勤務」  

という働き方が38．8％で最も多い。「残業のないフルタイ  

ムの仕事」を希望する割合は、子どもの成長とともに割合が  

上がっていき、子どもが小学生の時では42．1％、子どもが中  

学生以上では54．6％と半数を超える。「残業・出張もある  

フルタイムの仕事」は、子どもが中学生以上の母親では、  

25．6％と4人に1人が希望している。子どもが小さいうちは、  

育児を優先して働く時間をセーブし、子どもの成長とともに、  

仕事の割合を増やしていきたいという母親たちの希望がう  

かがわれる。  

しかし、本調査で、未就学児を預けて働いている母親は、子  

どものすべての年掛こおいて、遇に5日間、保育サービスに  

子どもを預けている割合が多く、全体では82．4％であった。  

また、1日に子どもを預けている時間は、平均8時間38分で  

ある。本調査の対象は首都圏在住の母親なので、職場まで  

の通勤時問をある程度カロ昧しても、毎日、フルタイムに近い  

勤務体制で働く母親像が浮かび上がってくる。  

本調査は、首都圏の認可保育園に入園申請をした母親を  

対象として、4月時点でのヲ鄭ナ先の実態などを調べたもの  

である。インターネットでの調査に回答した人が母集団と  

なっているため、各自治体の対象世帯を正確に代表した  

ものとはなっていないが、認可保育園に入園を希望した  

母親が、入園の有無によって自身の生活や子どもの保育  

をどうしたかなどを720人の声からみることができる。  

2009年4月時点での認可保育園への入園は、47．2％と半  

数を割り、約4割は預け先が決まらなかった。矧ナ先が決  

まらなかった母親は、その56．1％が仕事、または再就職を  

やめた。首都歯では、預けたい暗から、通える場所に、預  

け先を見つけることが困難になっているといえる。よって、  

回答者は、子育て支援として「保育所を増設し、待機児童  

の解消」を重要な課題にあげている。  

また、母親の働き方については、子どもの成長に応じて、  

短時間勤務から残業のないフルタイムの働き方を希望す  

る割合が上がっている。待機児童の解消とともに、子ども  

をもつ女性が、育児か仕事の二者択一を迫られるのでは  

なく、子どもの成長段階に合わせて育児と仕事を両立で  

きる制度や風土がさらに普及していくことが望まれている。  

、！l   
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平成21年12月4日  

「新たな保育の仕組み」の詳細設計に向けての意見  

保育第一専門委員会委員 高橋英治  

保育第二専門委員会委員 坂崎隆浩  

（はじめに）   

9月以降「‾新たな保育の仕組み」について、二つの専門委員会で議論が行われてき  

ましたが、議論の前提を含め次のことを強く要望します。   

①多様な需要に対応した良質な保育が提供される体制整備の実現には、量と質を確  

保する必要性があり、大幅な財源投入が前提であります。この前提無くして、「新  

たな仕組み」を導入した場合は、保育の質を低下させ子どもの最善の利益を大幅  

に損なうことが十分に考えられます。万が一にも大幅な財源確保がないままの制  

度改正が行われないようお願いします。   

②保育制度の新しい仕組みの検討に当たっては、「子どもの福祉」への配慮を前提  

に、「利用者の立場」に立って結論を出す必要があります。  

（保育対象範囲について）   

認可保育所の「昼間労働することを常態とすること」の要件の在り方については、  

多様な就労形態に応じた保育ニーズに対応した全ての子どもの保障は必要であり、必  

要な環境整備を行うとしても、健やかな子どもの成長発達を考えると「昼間の保育」  

を基本原則とすべきであり、働き方の見直し等も含めた子育て支援を社会全体として  

推進することが必要と考えます。   

また、「開所目数・開所時間に応じた保障の仕方から子ども毎に必要性に応じた保  

障の仕組みとする。」とされていますが、保育所は集団保育の場であり、保育所の運  

営確保のために開所目数・開所時間の設定は不可欠です。   

なお、開所目数・開所時間については、週6日・1日11時間を基本とすべきと考  

えます。  

（利用保障の範囲について）   

保育所は子どもの生活の場でもあることを考慮する必要があることも踏まえ、給付  

上限量の設定は、単に就労量に応じた上限量のみで決めるのではなく、子どもの生活  

や友達関係など子どもの視点をも十分に考慮すべきです。   

新体系の仕組みの構築に当たっては、基本的事業としての保育（保育に欠ける児童  

に対する新保育所保育指針に基づく保育）と、その他の一時預かり等の子育て支援サ  

ービス（働き方等必要に応じて区分内を細分化）との別立ての制度体系とし、必要な  

保育やサービスの提供が受けられる仕組みが適当と考えます。   



なお、3歳未満児の短時間の区分設定については、新たな区分を設けるのでなく、  

一時保育や特定保育を更に充実させることが必要と考えます。  

（保育利用までの具体的流れ）   

保育所における利用の方式については、利用者、保育所等の関係者に対し児童福祉  

の理念に基づき市町村の公的関与の下での契約であることをより明確にする必要が  

あると考えます。   

そのため、公的契約は、市町村の保育の実施責任（法第24条）の下に利用者と保  

育所がより良い関係を構築する仕組みとし、契約形式は、単に利用者と保育所との取  

り決めではなく、市町村と利用者及び市町村と保育所間の法令等の規定や関与等をも  

含めた新たな三者関係の構築を内容とし、公的責任を明確にしたものが必要と考えま  

す。   

また、利用者の混乱を招かないために、市町村の責任において、受入れ先を判断し、  

調整することが必要です。  

（優先的に利用確保されるべき子どもについて）   

優先的に利用確保すべき子どもに対する保育保障については、定員の弾力化の活用  

等や一定の枠の設定等をする必要があります。そのためには、一定以上の供給量の確  

保が必要と考えます。   

優先的に利用確保されない子どもの保育利用についての何らかの順位付けについ  

ては、待機になる場合も、第一希望以外の保育所に入る場合も、利用者への選考の結  

果の公表の観点からも必要であると考えます。  

（保育に関する費用保障（給付）の仕組みについて）   

保育は、親の子どもに対する「養育義務」の一部を公が保障する制度であります。   

利用者に対する費用保障（給付）について、市町村から利用者に費用保障（給付）  

が行われ、保育所等が市町村から代理受領するとしていますが、個人給付の考え方は、  

市場主義によるバウチャー制とは異なるとはいえ、市町村と保育所の関係があいまい  

になり、適切ではないと考えます。児童福祉法第24条に明確に位置付けた上で、保  

育に要する費用については市町村が保育所に直接支払う仕組みが適切と考えます。   

また、保育料の徴収については引き続き市町村が行うべきです。  

（利用者負担のあり方について）   

利用者負担については、現行の「家計に与える影響を考慮して保育に係る児童の年  

齢等に応じた額」を徴収する仕組みを維持することが適切と考えます。  

（保育の質の向上について）   

今後少子化が一層深刻化する中で、子ども一人ひとりを健やかに育成することが何  

よりも重要であり、保育所は、地域の子育て家庭の支援などその役割はますます重要   



となっています。   

保育所の役割の深化に対応するためには、園長資格や保育士の上級資格の創設とと  

もに専門職に相応しい給与等の処遇改善が必要です。現在の民間保育所の保育士等の  

給与水準や労働条件は極めて低い水準にあり、優秀な人材確保のためにも処遇の改善  

が必要です。   

また、保育所は幼児教育を担っており、乳児保育、発達障害を含む障害児保育、保  

護者への相談支援、食育などに対応出来る高い専門性が求められており、保育の質の  

維持・向上のための研修の充実が必要です。   

教育分野では質の維持・向上を図るため、教員免許の更新などの取組が行われてお  

りますが、保育の質の向上のために保育士の研修を充実させることが重要です。その  

ため、研修制度の体系化や一定期間の研修受講の義務化を検討すべきであり、併せて、  

研修を受講できる保育所の運営体制の確保を図る必要があります。   

配置基準について、最低基準においては、保育時間は1日8時間が基準になってい  

ますが、延長保育の需要の高まりとともに11時間の開所が延長保育事業の補助要件  

とされ最近の平均保育時間の実態は10時間を超える長時間保育に恒常化しています。   

また、わが国は週休2日制が定着しましたが、保育所の開所目は土曜日を含む週6  

日となっており、保育士の配置基準の改善はありません。更に、保育士の配置基準は、  

欧米先進諸国と比較しても極めて低い水準となっており、加えて新保育所保育指針に  

基づく保育の実施など保育の質の向上も求められております。   

保育所の役割の深化や社会状況の変化を踏まえて、保育士の配置基準の見直し及び  

看護師等の専門職員の配置が必要です。   

保育所最低基準は、ナショナルミニマムであり全国一律の最低基準を維持すべきで  

あり、国が標準基準を定め地方公共団体が最低基準を定める方式には反対です。   

最低基準をめぐっては、待機児童の解消が求められる中で、認可外保育施設におけ  

る最低基準に満たない環境による保育の質の向上が大きな課題である一方、近年、都  

市部を中心とした待機児童の解消のため定員の弾力化の措置が行われており、一時的  

な緊急措置とはいえ保育環境の低下が心配されます。定員の弾力化が可能となる背景  

は、これまで多くの保育所設置者が自己資金を投入し最低基準以上の施設設備による  

保育所を設置し保育の質の向上に努めてきたことの証であります。わが国の最低基準  

は調査研究の結果で明らかにされているように、国際比較で見ても最低レベルであり  

生活水準の向上に見合った改善が必要です。  

（参入の仕組みについて）   

エンゼルプラン以降の現在の認可保育所の果たしてきた役割を考えると基本的に  

は認可保育所の更なる整備に他ならないと考えます。よって新規保育所整備に加えて  

認可保育所における分園の充実、家庭的保育事業との連携拡大（空き教室の活用）、  

幼稚園の存在しない地域での認定こども固の一部活用などを第一義とすべきです。   

これらに加え最低基準遵守した認可外保育施設の認可の促進や企業内保育所の整  

備の促進のための支援も必要と考えます。   



事業者指定制度の導入は前述した本来の認可制度を形骸化させ保育の質の低下を  

招く恐れがあることから、指定制度導入には反対です。現状では（認証保育所等）地  

方裁量にて地方の公費を導入して保育を行っている場合、国の最低基準に基づかず、  

下回っている場合が多々あります。よって、指定制が導入され、認可と指定を分け、  

認可基準以下の条件で指定に基づく保育施設に国費が投入されるということは、質の  

低下そのものを指すと同時に保育格差を生むこととなります。このことから指定制に  

反対するとともに株式会社の株主配当等にも全面的に反対します。   

なお、緊急課題である待機児童の解消と多様な保育ニーズに対応するため現認可制  

度とは別の新たな類型として、待機児童がいる地域を中心に、休日・夜間などの多様  

なニーズや低年齢児童のみを対象にする小規模施設を指定対象として、保育の質向上  

を図ることが考えられます。   

また、過疎地対策としての小規模型の必要性があります。この場合は地域の要望に  

応じて支援するということから多機能型や認定こども園の活用が考えられます。   

これら前述した認可外保育施設の解消も含めた認可保育所の更なる整備と新たな  

類型による多様なニーズに対応した小規模型類型等によって本来の趣旨である多様  

なニーズに対応した保育が推進されると考えらます。   

なお、現在の認可保育所については利用者の選択に資するために名称独占とすると  

ともに、家庭的保育事業の保育者2人以上体制の確保（保育者2人で子ども数6人程  

度、内保育者1名は有資格者）をすべきと考えます。  

（おわりに）   

今後、いかに社会状況が変化しても、保育所の本来的使命は、子どもの利益が最大  

限尊重されることを基本に子育て家庭を支援していくことであると考えます。   

核家族化が進む中で地域においても親子が孤立し、子どもの健全な成長や子育てに  

問題を抱える家庭が多くなっております。乳幼児と親の立場や主張は、絶えず一致す  

るものではなく、特に核家族家庭では相反するままで見過ごされるのが現状です。従  

って、両者の希望を完壁に満たすことは至難の業ですが、親の希望と、自分の主張を  

正確に伝えることが困難な乳幼児の、双方の立場に立ってよりベターなものを追求し  

ていかなければなりません。   

失われつつある家族や地域の子育て機能の役割を保育所が中心的に果たすため、保  

育所が個々の子育て家庭の状況を理解し親子の立場やそれぞれの主張等の調和を図  

って行くことが今後ますます重要となると考えます。   

保育制度は、少子化が進む中で子育て支援の中心施策として制度の見直しと共に  

質・量の大幅な拡充が望まれておりますが、保育所の使命はあくまでも「子どもの福  

祉」を基本として、「少子化」「就労支援」「子育て家庭支援」などに対応した制度改  

革であることを望みます。  

▲ 一   
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